
難治性疾患患者雇用開発助成金

いわゆる難病のある人は、その疾病の特性により、就職・職場定着の面

で様々な制限・困難に直面しているが、事業主においては、難病のある人

の雇用経験が少ないことや、難病のある人について職務遂行上障害とな

る症状等が明確になっていないことなどから、適切な雇用管理を行うことが

困難な状況にある。

このため、難病のある人を新たに雇用し、雇用管理に関する事項を把

握・報告する事業主に対する助成を試行的に行い、難病のある人の雇用

を促進し職業生活上の課題を把握する。

１ 趣旨

（１） 対象事業主
難病のある人※１を、継続して雇用する労働者
として新たに雇い入れる事業主

（２） 支給金額
50万円（中小企業の場合 135万円）※２

（３） 雇用管理に関する事項の把握・報告
事業主は、対象労働者に関する勤務状況、配慮した事項その他雇用

管理に関する事項を把握・報告

２ 内容

※１ 特定疾患（56疾患）か否か、重症度等を問わず、
モデル的に難治性疾患克服研究事業の対象疾患
（平成22年４月現在で130疾患）を対象とする。
また、筋ジストロフィーを含む。

※２ 特定求職者雇用開発助成金と同様、雇入れ後
６ケ月経過ごとに２回（中小企業の場合は３回）に
分けて支給する。


